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欧州特許情報 

"gold standard test"が"essentiality test"に勝ることが 

EPOの技術審判部により確認される 
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１．はじめに 

EP特許プラクティスにおいて、クレーム発明の特許性や実施の観点から重要な態様がある場

合、単にそのような態様が含まれるように出願明細書を記載するだけではなく、そのような態様

が、出願明細書から直接的かつ明確に読み取れるように記載しておく必要があります。また、補

正後のクレーム発明の各構成が、出願当初の明細書中に独立して記載されているだけでは不充分

であり、各構成間の相互関係も併せて記載されていることが必要です。このように、補正に関し、

EP特許プラクティスは、米国特許プラクティスとは比較にならないほど厳格です。 

 

EP特許出願において補正をした場合、当該補正が EPC第 123条(2)の規定を充足するか否か

に関し、審査官は判断します。補正の可否を判断する基準として、"essentiality test"と"gold 

standard test"があります。これまで、上記二つの基準に対する判断が審判部によって下されて

きました。 

 

本件において、上記二つの判断基準のうち、いずれに基づいて補正の可否が判断されるべきか

を確認する審決が技術審判部によって下されました。以下に、本件について説明します。 
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